
【事例の詳細】
患者にエピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」が処方された。患者から提示されたお薬手帳に
は医療機関Aから処方された薬剤のみが記載されていた。今回、患者からマイナ保険証が提示
され、薬剤情報等の閲覧について同意が得られたため確認したところ、医療機関Bから同効薬の
デザレックス錠5mgが処方されていた。患者から、お薬手帳を医療機関ごとに分けて複数所持
していること、現在もデザレックス錠5mgを服用していることを聴取したため、処方医に疑義
照会を行った結果、エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」は削除になった。

【推定される要因】
患者は、お薬手帳を医療機関ごとに分けて複数所持していた。それぞれの医療機関では、他の�
医療機関から処方されている薬剤があることを把握できなかった。

【薬局での取り組み】
当薬局を利用する患者に対し、お薬手帳の正しい活用方法を説明して周知する。マイナ保険証
の活用により複数の医療機関から処方された薬剤を把握することができるため、薬局でも患者
にマイナンバーカードを健康保険証として利用するよう促していく。
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●�お薬手帳を有効活用するには、患者が服用・使用している薬剤のすべてが一つのお薬手帳に
集約されていることが前提である。薬剤師は患者に、お薬手帳の正しい活用方法やその重要性
を説明し、患者が適切に使用・管理できるよう平素より関わり続ける必要がある。
●�2024年12月2日に従来の健康保険証の発行が終了するため、マイナンバーカードを健康�
保険証として利用登録したマイナ保険証の利用が促進されている。患者が医療機関や薬局で
マイナ保険証を提示し、情報の提供に同意すれば、過去に処方された薬剤や特定健診の結果
などの情報を医師や薬剤師などと共有することができる。
●�適切に処方監査を行うためには、かかりつけ薬剤師・薬局として患者の服薬情報を一元的・
継続的に管理する必要があるが、現状では患者が複数の薬局を利用することもあり、処方され
ている薬剤をすべて把握することが難しい場合もある。お薬手帳やマイナ保険証などのツール、
医療情報連携ネットワークを活用し、患者の服薬情報を収集することが重要である。
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全
を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではあり
ません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者
に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情
報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読み
やすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事
例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合があります
のでご注意ください。
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販売名
エピナスチン塩酸塩錠10mg/
20mg「トーワ」

デザレックス錠5mg

有効成分 エピナスチン塩酸塩 デスロラタジン

薬効分類 アレルギー性疾患治療薬 アレルギー性疾患治療薬
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